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智
顗
（
五
三
八
―
五
九
七
）
の
実
践
行
法
は
、『
摩
訶
止
観
』
に
お
け
る
止
観
の
確
立
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
晩
年
の
こ

と
で
あ
っ
て
、
前
期
時
代
は
『
釈
禅
波
羅
蜜
次
第
法
門
』（
以
下
、『
次
第
禅
門
』）
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
禅
観
が
主
で
あ
っ
た）

1
（

。
以
前
、
筆
者
は
智
顗

の
禅
観
の
変
遷
に
関
す
る
研
究
を
行
っ
た）

2
（

が
、
こ
れ
は
『
次
第
禅
門
』
を
基
軸
と
し
て
、
そ
の
後
に
成
立
し
た
『
修
習
止
観
坐
禅
法
要
』（
以
下
、『
天

台
小
止
観
』）、
及
び
智
顗
後
期
時
代
の
『
摩
訶
止
観
』
に
見
ら
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
禅
観
に
関
す
る
記
述
を
比
較
・
対
照
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も

の
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、『
次
第
禅
門
』
所
説
の
五
門
禅
・
十
五
門
禅
、『
天
台
小
止
観
』
所
説
の
五
門
禅
、『
摩
訶
止
観
』
所
説
の
十
門
禅
の
そ

れ
ぞ
れ
を
比
較
・
対
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
異
同
を
確
認
し
、
智
顗
の
禅
観
に
関
す
る
解
釈
や
そ
の
位
置
付
け
の
変
遷
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と

試
み
た
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
は
、
三
書
に
お
け
る
科
文
上
の
対
比
や
直
接
的
な
表
記
に
よ
る
異
同
を
中
心
と
し
て
扱
い
、
そ
の
結
果
、『
次
第
禅
門
』

と
『
天
台
小
止
観
』
の
比
較
・
対
照
に
関
し
て
は
あ
る
程
度
の
成
果
を
収
め
る
こ
と
が
で
き
た）

3
（

が
、『
摩
訶
止
観
』
と
の
そ
れ
に
関
し
て
は
、
内
容
的

な
比
較
・
対
照
を
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
前
の
研
究
を
踏
ま
え
て
、
よ
り
具
体
的
な
内
容
を
確
認
し

た
上
で
『
次
第
禅
門
』
と
『
摩
訶
止
観
』
の
比
較
・
対
照
を
行
い
、
智
顗
の
禅
観
に
関
し
て
よ
り
深
く
考
察
を
加
え
た
い
。

五
門
禅
・
十
五
門
禅
と
十
門
禅
の
関
係

　

上
述
の
よ
う
に
、『
次
第
禅
門
』
で
は
五
門
禅
・
十
五
門
禅
、『
摩
訶
止
観
』
で
は
十
門
禅
が
そ
れ
ぞ
れ
説
か
れ
る
が
、『
摩
訶
止
観
』
に
お
い
て
こ
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れ
ら
の
禅
門
の
関
係
性
を
示
す
記
述
が
確
認
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

此
十
門
与
五
門
十
五
門
云
何
同
異
。
但
有
開
合
之
異
耳
。
開
五
為
十
者
。
開
数
息
出
特
勝
通
明
。
開
不
浄
出
背
捨
大
不
浄
。
慈
心
因
縁
守
本
。

念
仏
門
毘
曇
名
界
方
便
。
禅
経
称
念
仏
。
此
亦
守
本
。
神
通
約
九
禅
上
発
不
専
拠
一
法
。
合
十
五
門
為
十
者
。
数
息
不
浄
各
有
三
則
不
合
。
慈

心
有
三
但
合
為
一
。
即
衆
生
慈
也
。
没
二
名
者
。
禅
是
門
戸
詮
次
事
法
。
法
縁
是
二
乗
入
理
観
。
無
縁
是
大
乗
入
理
観
。
没
理
去
二
存
事
唯
一
。

若
開
者
。
即
属
二
乗
菩
薩
両
境
中
摂
。
因
縁
亦
三
門
。
三
世
輪
転
麁
。
果
報
一
念
明
義
細
。
細
故
附
理
麁
故
属
事
。
今
没
細
存
麁
但
称
三
世
門
也
。

念
仏
亦
三
但
取
念
応
仏
耳
。
神
通
但
取
五
通
。
若
但
取
五
門
有
所
不
収
。
若
取
十
五
義
濫
於
理
。
是
故
簡
理
開
事
。
雖
開
合
不
同
各
有
其
意
。

（『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
一
一
七
頁
、
中
―
下
段
）

と
あ
っ
て
、
五
門
禅
を
開
い
て
十
門
禅
と
す
る
と
共
に
、
一
方
で
は
十
五
門
禅
を
合
し
て
十
門
禅
と
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

五
門
禅
と
し
て
は
、（
Ⅰ
）
阿
那
波
那
門
（
数
息
門
）
を
開
い
て
特
勝
・
通
明
を
加
え
、（
Ⅱ
）
不
浄
観
門
か
ら
は
背
捨
・
大
不
浄
を
出
し
て
、残
り
の
（
Ⅲ
）

慈
心
門
・（
Ⅳ
）
因
縁
門
・（
Ⅴ
）
念
仏
門
の
三
種
は
そ
の
ま
ま
に
、
新
た
に
神
通
を
増
し
、
計
十
種
の
禅
門
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

十
五
門
禅
を
十
門
禅
に
す
る
場
合
は
、（
Ⅰ
）
阿
那
波
那
門
で
あ
る
根
本
四
禅
・
十
六
特
勝
・
通
明
、
及
び
（
Ⅱ
）
不
浄
観
門
に
相
当
す
る
九
想
・

八
背
捨
・
大
不
浄
は
そ
れ
ぞ
れ
従
来
通
り
に
残
し
、（
Ⅲ
）
慈
心
門
の
衆
生
縁
・
法
縁
・
無
縁
の
三
種
か
ら
は
衆
生
縁
の
み
、（
Ⅳ
）
因
縁
門
の
三
世
・

果
報
・
一
念
か
ら
は
三
世
の
み
、（
Ⅴ
）
念
仏
門
の
応
仏
・
報
仏
・
法
仏
か
ら
は
応
仏
の
み
を
そ
れ
ぞ
れ
引
き
継
ぎ
、
五
門
禅
の
場
合
と
同
様
に
新
た

に
神
通
を
加
え
て
、
十
門
禅
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
十
五
門
禅
の
う
ち
、（
Ⅲ
）
慈
心
門
の
法
縁
・
無
縁
、（
Ⅳ
）
因
縁
門
の
果
報
・
一
念
、

（
Ⅴ
）
念
仏
門
の
報
仏
・
法
仏
が
十
門
禅
に
引
き
継
が
れ
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
理
由
は
こ
れ
ら
の
禅
門
が
理
に
属
す
る
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
る
。
そ
も
そ
も
『
摩
訶
止
観
』
に
お
け
る
禅
は
「
事
法
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
た
め
、
所
観
の
境
と
し
て
示
さ
れ
る
十
境
の
う
ち
の
禅
定
境
に
相
当

す
る
十
門
禅
は
必
ず
事
に
属
す
る
も
の
で
あ
る）

4
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、『
次
第
禅
門
』
所
説
の
十
五
門
禅
は
事
・
理
が
混
在
す
る
体
系
で
あ
る
か
ら
、
こ

れ
を
十
門
禅
に
統
摂
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
理
法
の
禅
門
を
除
き
、
事
法
の
禅
門
の
み
を
引
き
継
ぐ
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

尚
、
十
五
門
禅
中
、『
摩
訶
止
観
』
に
お
い
て
理
法
の
禅
門
に
分
類
さ
れ
る
（
Ⅲ
）
慈
心
門
の
法
縁
・
無
縁
に
関
し
て
は
、
そ
の
講
説
が
二
乗
境
・

菩
薩
境
を
示
す
段
に
お
い
て
行
わ
れ
る
と
あ
る
が
、
こ
の
両
境
は
不
説
部
分）

5
（

に
相
当
す
る
た
め
、
具
体
的
に
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
同
様
に
、

理
に
属
す
る
禅
門
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
Ⅳ
）
因
縁
門
の
果
報
・
一
念
、（
Ⅴ
）
念
仏
門
の
報
仏
・
法
仏
も
二
乗
境
、
も
し
く
は
菩
薩
境
を
示
す
段
に
お

い
て
言
及
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
そ
の
講
説
を
見
る
こ
と
は
叶
わ
な
い
。
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以
上
の
『
次
第
禅
門
』
に
お
け
る
五
門
禅
・
十
五
門
禅
と
、『
摩
訶
止
観
』
所
説
の
十
門
禅
の
関
係
を
図
示
す
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

五
門
禅

十
五
門
禅

十
門
禅

（
Ⅰ
）
阿
那
波
那
門

数
息
（
四
禅
）

（
ⅰ
）
根
本
四
禅

随
息
（
特
勝
）

（
ⅱ
）
十
六
特
勝

観
息
（
通
明
）

（
ⅲ
）
通
明

（
Ⅱ
）
不
浄
観
門

九　

想

（
ⅳ
）
九
想

背　

捨

（
ⅴ
）
八
背
捨

大
不
浄

（
ⅵ
）
大
不
浄

（
Ⅲ
）
慈
心
門

衆
生
縁

（
ⅶ
）
慈
心

法　

縁

4

無　

縁

4

（
Ⅳ
）
因
縁
門

三　

世

（
ⅷ
）
因
縁

果　

報

4

一　

念

4

（
Ⅴ
）
念
仏
門

応　

仏

（
ⅸ
）
念
仏

報　

仏

4

法　

仏

4

4

（
ⅹ
）
神
通
（
不
専
拠
一
法
）
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各
禅
門
の
比
較
・
対
照

　

以
下
で
は
、『
次
第
禅
門
』
所
説
の
五
門
禅
・
十
五
門
禅
と
、『
摩
訶
止
観
』
所
説
の
十
門
禅
の
各
禅
門
に
関
す
る
具
体
的
な
記
述
を
採
り
上
げ

る
。
そ
の
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
を
比
較
・
対
照
し
、
明
ら
か
に
な
っ
た
点
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
尚
、
そ
れ
に
当
た
っ
て
は
、
前
に
図
示
し
た
五
門
禅
・

十
五
門
禅
と
十
門
禅
の
対
応
関
係
に
従
っ
て
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

【（
Ⅰ
）
阿
那
波
那
門
中
の
数
息
（
四
禅
）
―
（
ⅰ
）
根
本
四
禅
】

　

両
者
の
記
述）

6
（

に
は
本
文
的
に
一
致
す
る
箇
所
が
数
多
く
見
ら
れ
る
。
特
に
、（
ⅰ
）
根
本
四
禅
を
主
と
し
て
見
る
と
、
そ
の
記
述
の
大
部
分
が
（
Ⅰ
）

阿
那
波
那
門
中
の
数
息
（
四
禅
）
の
そ
れ
と
対
照
し
得
る
。
し
た
が
っ
て
、『
摩
訶
止
観
』
に
お
け
る
（
ⅰ
）
根
本
四
禅
は
、『
次
第
禅
門
』
に
お
け

る
数
息
（
四
禅
）
の
記
述
に
基
づ
い
て
成
立
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
た
中
で
、
両
者
の
記
述
が
異
な
る
の
は
次
の
部
分
で
あ
る
。

『
次
第
禅
門
』

第
五
明
進
退
者
。
証
初
禅
時
。
有
四
種
人
根
性
不
同
。
一
者
退
分
。

二
者
住
分
。
三
者
進
分
。
四
者
達
分
。

（『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
五
一
二
頁
、
中
段
）

『
摩
訶
止
観
』

初
従
麁
住
。
訖
至
非
想
。
通
有
四
分
。
退
護
住
進
。

（『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
一
一
九
頁
、
中
段
）

　

す
な
わ
ち
、
進
退
に
関
し
て
（
Ⅰ
）
阿
那
波
那
門
中
の
数
息
（
四
禅
）
は
退
分
・
住
分
・
進
分
・
達
分
を
四
分
と
す
る
の
に
対
し
、（
ⅰ
）
根
本
四

禅
は
退
・
護
・
住
・
進
を
四
分
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
達
分
が
除
か
れ
護
分
が
入
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
も
そ
も
達
分
は
「
達
分
者
。

有
人
得
初
禅
時
。
於
此
定
中
。
即
発
見
思
無
漏
。
達
到
涅
槃）

7
（

」、
一
方
の
護
分
は
「
護
分
者
。
善
以
内
外
方
便
。
将
護
定
心
不
令
損
失）

8
（

」
と
定
義
さ
れ

る
の
で
、
こ
れ
ら
が
同
一
の
も
の
で
あ
る
と
は
考
え
難
い
。
現
に
、『
摩
訶
止
観
』
に
は
、
進
分
・
住
分
・
護
分
・
退
分
・
達
分
を
五
分
と
し
て
説
く

箇
所
が
見
ら
れ
る）

9
（

。
し
か
し
、
湛
然
（
七
一
一
―
七
八
二
）
の
『
止
観
輔
行
伝
弘
決
』（
以
下
、『
輔
行
』）
は
、
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禅
門
名
達
分
。
此
中
云
護
分
。
達
謂
体
達
。
護
謂
防
護
。
以
達
自
防
。
故
名
為
護
。　
　
　
　
　
　
（『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
四
一
四
頁
、
上
段
）

と
し
て
達
分
を
護
分
に
相
当
さ
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
智
顗
の
講
説
中
に
は
見
ら
れ
な
い
見
解
で
あ
る
の
で
、証
真
（
一
一
二
四
―
一
二
〇
八
）
の
『
止

観
輔
行
私
記
』
は
、

問
。
達
分
与
護
分
其
躰
不
同
。
云
何
釈
成
為
一
分
耶
。
故
第
五
巻
並
立
二
分
即
有
五
分
。
答
。
是
引
不
同
。
非
謂
躰
同
。

（『
大
日
本
仏
教
全
書
』
二
三
巻
、
一
一
〇
三
頁
、
上
段
）

と
し
て
『
輔
行
』
の
説
の
解
釈
に
苦
心
し
て
い
る
。
た
だ
、（
ⅰ
）
根
本
四
禅
に
は
ど
の
よ
う
な
理
由
で
（
Ⅰ
）
阿
那
波
那
門
中
の
数
息
（
四
禅
）
と

異
な
る
内
容
が
説
か
れ
る
の
か
明
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、『
輔
行
』
の
説
が
必
ず
し
も
誤
り
で
あ
る
と
は
断
定
で
き
な
い
し
、
智
顗
が
如
何
な
る
意

図
を
以
て
こ
の
よ
う
な
講
説
を
し
た
の
か
も
不
明
で
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、（
ⅰ
）
根
本
四
禅
は
最
終
的
に
「
委
悉
明
根
本
禅
往
修
証
中
尋
之）

10
（

」
と
の
文
で
結
ば
れ
、
そ
の
内
容
の
一
切
は
（
Ⅰ
）
阿
那
波
那

門
中
の
数
息
（
四
禅
）
に
よ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
中
で
こ
の
点
の
相
違
の
み
が
注
目
さ
れ
る
。

【（
Ⅰ
）
阿
那
波
那
門
中
の
随
息
（
特
勝
）
―
（
ⅱ
）
十
六
特
勝
】

　

前
と
同
様
に
、
そ
の
記
述）

11
（

に
お
い
て
両
者
の
本
文
的
一
致
が
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
、（
ⅱ
）
十
六
特
勝
か
ら
見
た
場
合
、
大
部
分
が
（
Ⅰ
）
阿
那
波

那
門
中
の
随
息
（
特
勝
）
と
対
照
し
得
る
。
ま
た
、（
ⅱ
）
十
六
特
勝
の
記
述
は
「
委
論
発
相
具
如
修
証
中
」
と
の
文
で
結
ば
れ
る
た
め
、詳
説
は
（
Ⅰ
）

阿
那
波
那
門
中
の
随
息
（
特
勝
）
に
譲
ら
れ
て
お
り
、
両
者
の
内
容
に
大
き
な
隔
た
り
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

尚
、（
Ⅰ
）
阿
那
波
那
門
中
の
随
息
（
特
勝
）
の
講
説
に
お
い
て
は
、
十
六
特
勝
が
四
念
処
や
欲
界
定
・
未
到
地
定
・
四
禅
・
四
無
色
定
に
対
応
し

て
示
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
、

第
二
明
観
門
制
立
不
同
者
解
有
二
。
一
者
有
人
云
。
此
阿
那
波
那
等
十
六
法
対
四
念
処
。
…
亦
明
対
四
念
処
復
有
二
解
不
同
。
一
師
解
云
。
前

五
対
身
。
中
三
対
受
。
次
三）
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対
心
。
後
五
対
法
。
…
彼
師
自
云
依
経
明
十
六
特
勝
。
今
既
未
見
経
文
。
但
述
而
不
作
亦
未
敢
治
定
。
次
師
別
解
云
。

若
対
四
念
処
起
十
六
行
無
往
不
爾
。
但
分
之
不
調
如
無
漏
十
六
行
約
四
諦
中
。
一
諦
下
有
四
。
四
四
十
六
。
有
漏
亦
復
応
爾
。
然
約
四
念
処
中
。

説
一
念
中
有
四
。
四
四
十
六
義
亦
然
。
…
次
第
二
師
云
。
此
十
六
法
応
須
竪
対
諸
禅
八
観
法
（
四
禅
・
四
無
色
定
）
相
関
故
。
…
此
則
従
初
調

心
乃
至
発
諸
禅
定
明
観
行
具
足
。
此
解
為
勝
也
。　
　
　
　
　
（
括
弧
内
筆
者
、『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
五
二
五
頁
、
下
段
―
五
二
六
頁
、
中
段
）



三
二
八

智
顗
の
禅
観
に
つ
い
て
（
大
松
）

と
あ
る
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
智
顗
独
自
の
説
で
は
な
く
、
他
の
禅
師
の
説
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
禅
師
が
具
体
的
に
誰
な
の
か
は
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
な
い
が
、智
顗
自
身
は
諸
禅
師
の
説
に
従
っ
て
十
六
特
勝
を
示
し
、そ
の
優
劣
を
判
ず
る
の
み
で
あ
る
。
一
方
の
（
ⅱ
）
十
六
特
勝
に
は
、

そ
の
内
容
が
他
の
禅
師
の
説
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
（
Ⅰ
）
阿
那
波
那
門
中
の
随
息
（
特

勝
）
に
基
づ
い
て
講
説
さ
れ
て
い
る
た
め
、
同
じ
く
智
顗
独
自
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
特
定
の
禅
師
の
説
を
依
用
し
た
も
の
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
点
を
鑑
み
る
に
、
智
顗
の
十
六
特
勝
に
対
す
る
見
解
は
初
期
か
ら
晩
年
に
至
る
ま
で
一
貫
し
て
お
り
、
そ
の
基
底
と
な
る
の
は
経
論
の

類
で
は
な
く
、
智
顗
以
前
の
諸
禅
師
の
説
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

【（
Ⅰ
）
阿
那
波
那
門
中
の
観
息
（
通
明
）
―
（
ⅲ
）
通
明
】

　

前
の
二
段
と
同
じ
く
、
こ
の
段
も
「
委
論
其
相
具
在
修
証
中
説）
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」
と
の
文
で
結
ば
れ
る
た
め
、（
ⅲ
）
通
明
は
（
Ⅰ
）
阿
那
波
那
門
中
の
観
息
（
通

明
）
に
基
づ
い
て
成
り
立
つ
と
考
え
ら
れ
る）
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。
し
か
し
、
実
際
に
本
文
や
内
容
を
比
較
・
対
照
す
る
と
、
そ
の
内
容
が
異
な
る
箇
所
が
確
認
で
き
る
。

　

第
一
点
は
、

『
次
第
禅
門
』

如
大
集
経
説
。
言
初
禅
者
亦
名
為
具
。
亦
名
為
離
。
離
者
謂
離
五
蓋
。

具
者
謂
具
五
支
。
五
支
者
謂
覚
観
喜
安
定
。
云
何
為
覚
。
如
心
覚
大

覚
思
惟
大
思
惟
観
於
心
性
。
是
名
為
覚
。
云
何
為
観
。
観
心
行
大
行

遍
行
随
意
。
是
名
為
観
。
云
何
為
喜
。
如
真
実
知
大
知
心
動
至
心
。

是
名
為
喜
。
云
何
為
安
。
謂
心
安
身
安
受
安
受
於
楽
触
。
是
名
為
安
。

云
何
為
定
。
謂
心
住
大
住
不
乱
於
縁
不
謬
無
有
顛
倒
。
是
名
為
定
。

（『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
五
二
九
頁
、
中
段
）

『
摩
訶
止
観
』

大
集
辨
此
五
支
名
目
。
謂
如
心
覚
大
覚
思
惟
大
思
惟
観
於
心
性
。
是

名
覚
支
。観
心
行
大
行
遍
行
。是
為
観
支
。如
実
知
大
知
心
動
至
心
喜
。

是
為
喜
支
。身
安
心
安
受
於
楽
触
。是
為
安
支
。心
住
大
住
不
乱
於
縁
。

是
名
定
支
。　
　
　
　
　
（『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
一
二
一
頁
、
上
段
）



三
二
九

智
顗
の
禅
観
に
つ
い
て
（
大
松
）

と
あ
る
よ
う
に
、（
Ⅰ
）
阿
那
波
那
門
中
の
観
息
（
通
明
）
に
見
ら
れ
る
「
随
意
」「
受
安
」「
不
謬）
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」「
無
有
顛
倒
」
が
、（
ⅲ
）
通
明
で
は
確
認
で
き

な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
『
輔
行
』
は
、

禅
門
雖
云
無
的
名
目
。
釈
義
必
依
大
集
之
文
。
不
同
諸
師
云
無
安
置）

16
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処
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
四
一
七
頁
、
下
段
）

と
し
て
、
い
ず
れ
も
『
大
集
経
』
に
よ
っ
て
説
か
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
両
者
に
大
き
な
隔
た
り
は
な
い
と
す
る
。
こ
の
説
の
是
非
は
判
定
し
か

ね
る
が
、
智
顗
の
講
説
の
論
拠
と
さ
れ
る
『
大
集
経
』
の
原
文）
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に
近
い
の
は
（
Ⅰ
）
阿
那
波
那
門
中
の
観
息
（
通
明
）
の
記
述
の
方
で
あ
る
。

　

第
二
点
は
、

『
次
第
禅
門
』

如
心
者
即
是
初
禅
前
方
便
定
発
也
。
…
由
此
三
事
和
合
。
能
生
一
切

陰
入
界
衆
苦
煩
悩
。
善
悪
行
業
往
来
五
道
流
転
不
息
。
若
了
三
事
無

生
則
一
切
諸
法
本
来
空
寂
。
是
則
略
説
修
習
如
心
之
相
。

（『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
五
二
九
頁
、
下
段
）

今
先
釈
覚
大
覚
二
句
。
此
約
世
間
出
世
間
境
界
分
別
故
。
有
此
二
覚

之
異
。
世
間
境
即
是
異
相
。
出
世
間
境
即
是
如
相
。
此
之
如
異
即
是

真
俗
二
諦
之
別
名
也
。　
（『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
五
三
〇
頁
、
下
段
）

『
摩
訶
止
観
』

初
観
三
事
皆
融
。
証
時
三
事
皆
一
。
故
名
如
心
覚
。
覚
於
真
諦
色
息

心
泯
一
無
異
。　
　
　
　
　
（『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、一
二
一
頁
、上
段
）

と
あ
る
よ
う
に
、（
Ⅰ
）
阿
那
波
那
門
中
の
観
息
（
通
明
）
は
「
如
心
」
と
「
覚
」
を
別
し
て
示
す
が
、（
ⅲ
）
通
明
は
「
如
心
覚
」
と
し
て
説
い
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
（
Ⅰ
）
阿
那
波
那
門
中
の
観
息
（
通
明
）
に
お
け
る
「
如
心
」
と
「
覚
」
に
は
内
容
的
に
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
の
で
、

こ
の
解
釈
に
基
づ
け
ば
「
如
心
覚
」
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、（
ⅲ
）
通
明
に
お
い
て
「
如
心
覚
」
と
さ

れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
両
者
の
『
大
集
経
』
解
釈
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
可
能
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
三
点
は
、



三
三
〇

智
顗
の
禅
観
に
つ
い
て
（
大
松
）

『
次
第
禅
門
』

観
心
者
即
是
前
観
於
心
性
也
。
行
大
行
者
声
聞
之
人
以
四
諦
為
大
行
。

…
若
縁
覚
人
以
十
二
因
縁
為
大
行
。
若
是
菩
薩
即
入
無
生
。
正
道
正

観
証
於
寂
定
瑠
璃
三
昧
。
毛
孔
見
仏
入
菩
薩
位
也
。
…
能
遍
歴
諸
縁
。

観
於
四
諦
。
出
十
六
行
観
。
故
名
遍
行
。

（『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
五
三
一
頁
、
中
段
）

『
摩
訶
止
観
』

心
行
大
行
者
。
上
覚
支
是
解
。
今
心
行
去
是
観
行
。
心
行
於
世
諦
故

名
行
。
行
真
諦
故
名
大
行
。
三
事
倶
行
故
名
遍
行
。

（『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
一
二
一
頁
、
中
段
）

と
あ
る
よ
う
に
、『
大
集
経
』に
見
ら
れ
る「
観
心
行
大
行
遍
行）
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」と
の
文
に
関
し
て
、（
Ⅰ
）阿
那
波
那
門
中
の
観
息（
通
明
）は「
観
心
」「
行
大
行
」「
遍
行
」

と
区
分
す
る
の
に
対
し
、（
ⅲ
）
通
明
は
「
心
行
」「
大
行
」「
遍
行
」
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
で
あ
る
。
講
説
の
内
容
と
し
て
は
、「
行
大
行
」
と
「
大

行
」
は
近
似
し
て
い
る
と
言
え
る
が
、「
観
心
」
と
「
心
行
」、
及
び
両
者
の
「
遍
行
」
に
関
す
る
解
釈
に
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

第
四
点
は
、

『
次
第
禅
門
』

不
乱
於
縁
者
。
雖
住
一
心
。
而
分
別
世
間
之
相
不
乱
也
。
不
謬
者
。

謬
名
妄
謬
。
諦
了
真
如
妄
取
不
起
。
故
言
不
謬
。

（『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
五
三
一
頁
、
下
段
）

『
摩
訶
止
観
』

不
乱
於
縁
者
。
雖
見
真
俗
無
量
境
界
而
於
心
不
謬
也
。

（『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
一
二
一
頁
、
中
段
）

と
あ
る
よ
う
に
、（
Ⅰ
）
阿
那
波
那
門
中
の
観
息
（
通
明
）
が
「
不
乱
於
縁
」
を
「
世
間
」、「
不
謬
」
を
「
真
如
」
と
す
る
の
に
対
し
て
、（
ⅲ
）
通
明
は
「
不

乱
於
縁
」
の
み
で
「
真
俗
」
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、（
ⅲ
）
通
明
に
も
「
不
謬
」
と
い
う
記
述
自
体
は
見
ら
れ
る
。

　

以
上
の
四
点
を
踏
ま
え
る
と
、（
Ⅰ
）
阿
那
波
那
門
中
の
観
息
（
通
明
）
と
（
ⅲ
）
通
明
は
、
い
ず
れ
も
『
輔
行
』
の
指
摘
通
り
『
大
集
経
』
に
よ

る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
解
釈
は
両
者
で
異
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
前
述
の
如
く
（
ⅲ
）
通
明
を
明
か
す
段
の
末
尾
に
詳
説



三
三
一

智
顗
の
禅
観
に
つ
い
て
（
大
松
）

を
（
Ⅰ
）
阿
那
波
那
門
中
の
観
息
（
通
明
）
に
譲
る
旨
の
記
述
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
両
者
が
同
様
の
内
容
を
説
く
も
の
と
安
易
に
判
ず
る
べ
き
で

は
な
く
、
む
し
ろ
詳
し
く
検
討
し
て
み
る
と
、
こ
の
部
分
に
こ
そ
智
顗
の
前
期
時
代
と
後
期
時
代
に
お
け
る
『
大
集
経
』
解
釈
の
異
な
り
が
見
ら
れ

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

【（
Ⅱ
）
不
浄
観
門
中
の
九
想
―
（
ⅳ
）
九
想
】

　

こ
の
部
分
の
両
者
の
記
述）
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に
は
決
定
的
な
差
異
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

『
次
第
禅
門
』

今
就
此
九
種
法
門
中
。
即
有
二
種
対
治
無
漏
道
。
一
者
壊
法
道
。
二

者
不
壊
法
道
。
壊
法
道
者
即
是
九
想
八
念
十
想
是
也
。
善
修
此
三
。

若
発
真
無
漏
。
即
成
壊
法
阿
羅
漢
也
。
二
不
壊
法
道
。
即
是
背
捨
勝

処
一
切
処
九
次
第
定
師
子
奮
迅
超
越
等
三
昧
。
具
足
此
禅
。
発
真
無

漏
成
不
壊
法
大
阿
羅
漢
也
。

（『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
五
三
五
頁
、
中
―
下
段
）

『
摩
訶
止
観
』

次
明
不
浄
禅
発
者
。
先
就
九
想
又
為
両
。
一
壊
法
人
。
二
不
壊
法
人
。

若
壊
法
人
修
九
想
。
一
脹
想
。
二
壊
想
。
三
血
塗
想
。
四
膿
爛
想
。

五
青
瘀
想
。
六
噉
想
。
七
散
想
。
八
骨
想
。
九
焼
想
。
此
人
但
求
断

苦
焼
滅
骨
人
。
急
取
無
学
不
欣
事
観
。
既
無
骨
人
可
観
。
便
無
禅
定

神
通
変
化
願
智
頂
禅
。
雖
言
焼
滅
実
有
身
在
。
例
如
滅
受
想
而
身
証
。

…
若
発
此
九
想
無
諸
禅
功
徳
者
。
是
壊
法
人
也
。

（『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
一
二
一
頁
、
下
段
）

若
不
壊
法
人
九
想
者
。
従
初
脹
想
来
住
骨
想
。
不
進
焼
想
。
得
有
流

光
背
捨
勝
処
観
練
薫
修
神
通
変
化
。
一
切
功
徳
具
足
成
倶
解
脱
人
也
。

（『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
一
二
一
頁
、
下
段
―
一
二
二
頁
、
上
段
）

と
あ
る
よ
う
に
、（
Ⅱ
）
不
浄
観
門
中
の
九
想
が
「
壊
法
」
に
分
類
さ
れ
る
の
に
対
し
、（
ⅳ
）
九
想
に
は
「
壊
法
」
と
「
不
壊
法
」
が
認
め
ら
れ
る

の
で
あ
る
。



三
三
二

智
顗
の
禅
観
に
つ
い
て
（
大
松
）

　
（
Ⅱ
）
不
浄
観
門
中
の
九
想
に
よ
れ
ば
「
壊
法
」
の
人
は
阿
羅
漢
、「
不
壊
法
」
の
人
は
大
阿
羅
漢
と
成
る
と
い
い
、（
ⅳ
）
九
想
に
よ
れ
ば
「
壊
法
」

の
人
は
諸
禅
の
功
徳
が
無
く
、「
不
壊
法
」の
人
は
一
切
の
功
徳
を
具
足
す
る
と
い
う
か
ら
、「
壊
法
」と「
不
壊
法
」を
共
に
説
く（
ⅳ
）九
想
は
、「
壊
法
」

と
し
て
示
さ
れ
る
（
Ⅱ
）
不
浄
観
門
中
の
九
想
よ
り
も
高
次
の
内
容
を
説
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、「
不
壊
法
」
と
は
九
想
の
う
ち
の
第
九

焼
想
に
敢
え
て
進
ま
ず
、
第
八
骨
想
に
住
す
る
こ
と
で
あ
る
の
で
、「
壊
法
」
と
の
具
体
的
な
差
異
は
第
九
焼
想
に
至
る
か
否
か
の
一
点
の
み
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
そ
れ
以
外
の
点
で
は
両
者
の
記
述
が
一
致
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
現
に
、
九
想
の
一
一
に
関
す
る
講
説
は
い
ず
れ
も
『
大
智
度
論
』

に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
内
容
と
し
て
一
致
す
る
点
が
見
ら
れ
る
し
、『
輔
行
』
も
「
今
初
九
想
者
。
若
欲
修
習
。
応
往
禅
門
。
委
尋

其
相）

20
（

」
と
釈
し
て
、（
ⅳ
）
九
想
の
詳
細
は
（
Ⅱ
）
不
浄
観
門
中
の
九
想
に
示
さ
れ
て
い
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

尚
、
こ
う
し
た
「
不
壊
法
」
の
講
説
が
如
何
な
る
経
論
に
基
づ
く
の
か
、
も
し
く
は
智
顗
独
自
の
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
点
は
判
然
と
し
な
い
。

少
な
く
と
も
、『
次
第
禅
門
』
に
お
け
る
（
Ⅱ
）
不
浄
観
門
中
の
九
想
、及
び
そ
の
論
拠
で
あ
る
『
大
智
度
論
』
に
そ
う
し
た
説
は
見
ら
れ
な
い
し
、『
天

台
小
止
観
』
で
も
確
認
で
き
な
い
。

【（
Ⅱ
）
不
浄
観
門
中
の
背
捨
―
（
ⅴ
）
八
背
捨
】

　

こ
の
部
分
に
関
し
て
は
、
両
者）

21
（

の
内
容
に
大
き
な
隔
た
り
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、（
ⅴ
）
八
背
捨
に
は
「
若
修
相
具
如
禅
門
。
今
略
示
発
相）

22
（

」

と
あ
る
よ
う
に
、
八
背
捨
の
発
相
の
み
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
修
証
を
も
説
く
（
Ⅱ
）
不
浄
観
門
中
の
背
捨
の
方
が
詳
細
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

こ
の
（
Ⅱ
）
不
浄
観
門
中
の
背
捨
に
は
「
多
有
人
言
」「
若
依
曇
無
徳
人
所
明
」「
若
依
薩
婆
多
人
所
説
」「
有
師
言
」
等
と
あ
る
よ
う）

23
（

に
、
八
背
捨

に
対
す
る
種
々
の
説
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
智
顗
は
そ
れ
ら
を
悉
く
退
け
、

今
用
摩
訶
衍
意
往
撿
此
義
不
然
。
所
以
者
何
。
如
大
品
経
云
。
…
如
此
説
者
義
則
可
依
。　
　
　
　
（『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
五
四
一
頁
、
上
段
）

と
し
て
、『
大
品
般
若
経
』及
び『
大
智
度
論
』に
基
づ
い
て
講
説
を
す
る
の
で
あ
る）

24
（

。
ま
た
、八
背
捨
の
一
一
を
詳
説
す
る
部
分
で
は
、度
『々
大
智
度
論
』

を
引
用
し
て
い
る）

25
（

こ
と
か
ら
も
、こ
の
説
示
が
主
と
し
て『
大
智
度
論
』に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
同
じ
く
、（
ⅴ
）八
背
捨
に
も「
今

依
釈
論）

26
（

」
と
あ
り
、
更
に
「
具
如
修
証
中
説）

27
（

」
と
の
文
に
よ
っ
て
（
Ⅱ
）
不
浄
観
門
中
の
背
捨
に
詳
説
を
譲
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
た
め
、

や
は
り
（
ⅴ
）
八
背
捨
も
『
大
智
度
論
』
を
所
依
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
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【（
Ⅱ
）
不
浄
観
門
中
の
大
不
浄
―
（
ⅵ
）
大
不
浄
】

　
（
Ⅱ
）
不
浄
観
門
中
の
大
不
浄
に
関
す
る
記
述
は
少
な
い
が）

28
（

、
そ
れ
は
不
浄
観
を
「
一
切
人
」
か
ら
「
一
切
処
」
へ
拡
大
・
展
開
す
る
こ
と
で
あ
る

と
い
う
。
一
方
で
、（
ⅵ
）
大
不
浄
の
記
述）

29
（

に
は
「
次
明
大
不
浄
観
発
者
。
亦
名
大
背
捨
」
と
あ
り
、『
輔
行
』
に
は
「
大
不
浄
与
九
想
但
是
麁
細
総

別
之
殊）

30
（

」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
お
け
る
大
不
浄
と
は
背
捨
・
九
想
の
徹
底
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
い
ず
れ
の
大
不
浄
も
何

か
し
ら
の
新
た
な
禅
観
が
示
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
既
に
明
ら
か
に
し
た
禅
門
の
拡
大
・
展
開
や
徹
底
を
主
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

ま
た
、（
ⅵ
）
大
不
浄
で
は
勝
処
・
一
切
処
を
大
不
浄
と
し
て
扱
う
が
、（
Ⅱ
）
不
浄
観
門
中
の
大
不
浄
で
は
そ
う
し
た
こ
と
は
な
い）

31
（

。
た
だ
し
、

両
書
に
お
け
る
勝
処
・
一
切
処
の
講
説
を
比
較
す
る
と
、
そ
の
一
一
に
内
容
的
な
差
異
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
、
そ
の
違
い
は
勝
処
・
一
切
処
の
中

に
大
不
浄
を
説
く
か
、
或
い
は
大
不
浄
の
中
に
勝
処
・
一
切
処
を
示
す
か
と
い
う
点
の
み
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

【（
Ⅲ
）
慈
心
門
中
の
衆
生
縁
―
（
ⅶ
）
慈
心
】

　

こ
の
部
分
に
関
し
て
は
、両
者）

32
（

の
内
容
に
大
き
な
差
異
は
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は『
輔
行
』に
お
い
て（
ⅶ
）慈
心
の
内
容
を
補
足
す
る
た
め
に（
Ⅲ
）

慈
心
門
中
の
衆
生
縁
が
用
い
ら
れ
て
い
る）

33
（

こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、（
Ⅲ
）
慈
心
門
中
の
法
縁
・
無
縁
が
（
ⅶ
）
慈
心
で
は
確
認
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の

理
由
は
（
Ⅲ
）
慈
心
門
中
の
法
縁
・
無
縁
が
理
に
属
す
る
か
ら
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
事
に
限
定
さ
れ
る
（
ⅶ
）
慈
心
に
は
含
ま
れ
な
い
と
さ
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、（
ⅶ
）
慈
心
に
は
、

或
因
慈
定
発
小
大
不
浄
。
不
浄
取
衆
生
破
壊
相
。
則
無
衆
生
可
縁
。
誰
得
此
楽
。
雖
無
衆
生
有
漏
中
楽
而
有
涅
槃
楽
。
是
発
法
縁
慈
也
。

（『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
一
二
五
頁
、
中
段
）

と
の
文
が
あ
り
、
法
縁
に
つ
い
て
言
及
す
る
箇
所
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
『
輔
行
』
は
、

破
壊
之
相
順
涅
槃
楽
。
即
与
法
縁
慈
義
相
応
。
況
復
涅
槃
楽
中
之
極
。
故
知
且
以
法
縁
慈
答
。
此
因
通
難
。
此
無
漏
定
似
於
涅
槃
。
故
権
立
法
縁
。

法
縁
応
在
二
乗
境
中
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
四
二
四
頁
、
下
段
）

と
述
べ
て
、（
ⅶ
）
慈
心
に
お
け
る
法
縁
は
仮
に
立
て
た
も
の
で
あ
り
、
本
来
の
法
縁
は
二
乗
境
（
不
説
）
で
示
さ
れ
る
と
し
て
い
る）

34
（

。
こ
の
『
輔
行
』

の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
事
の
み
を
示
す
は
ず
の
（
ⅶ
）
慈
心
に
理
で
あ
る
法
縁
が
見
ら
れ
た
と
し
て
も
不
自
然
で
は
な
い
と
言
え
る
。
し
か
し
、（
Ⅲ
）
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慈
心
門
中
の
法
縁
を
示
す
部
分
に
は
「
法
縁
慈
則
見
受
諸
法
門
及
涅
槃
楽
相
」
と
し
て
（
ⅶ
）
慈
心
と
同
様
の
内
容
が
示
さ
れ
い
る
が
、
こ
れ
を
仮

に
立
て
た
法
縁
で
あ
る
と
す
る
『
輔
行
』
の
見
解
に
類
す
る
記
述
は
一
切
見
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
や
は
り
事
の
み
を
説
く
は
ず
の
（
ⅶ
）
慈

心
で
も
、
一
部
で
は
理
で
あ
る
法
縁
に
言
及
し
て
い
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
尚
、（
Ⅲ
）
慈
心
門
中
の
無
縁
に
相
当
す
る
内
容
は
確
認
で
き

な
い
。

【（
Ⅳ
）
因
縁
門
中
の
三
世
―
（
ⅷ
）
因
縁
】

　
（
Ⅳ
）
因
縁
門
中
の
三
世
に
関
す
る
記
述
は
他
の
禅
門
に
比
べ
て
極
端
に
少
な
く）

35
（

、
概
略
が
述
べ
ら
れ
る
の
み
で
詳
説
さ
れ
る
こ
と
は
な
い）

36
（

。
し
た

が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
両
者
の
具
体
的
な
比
較
・
対
照
を
行
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、（
Ⅳ
）
因
縁
門
中
の
果
報
・
一
念
に
つ
い
て
は
（
ⅷ
）

因
縁
と
の
関
連
を
指
摘
で
き
る）

37
（

。

【（
Ⅴ
）
念
仏
門
中
の
応
仏
―
（
ⅸ
）
念
仏
】

　
（
Ⅴ
）
念
仏
門
中
の
応
仏
は
八
念
を
明
か
す
中
で
示
さ
れ
、（
ⅸ
）
念
仏
は
こ
れ
を
主
と
し
て
六
念
に
通
達
す
る
と
さ
れ
る）

38
（

。
八
念
と
六
念
の
違
い

が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、

『
次
第
禅
門
』

次
九
想
後
説
八
念
以
除
怖
畏
。

（『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
五
三
七
頁
、
下
段
）

『
摩
訶
止
観
』

不
取
八
念
者
。
有
人
修
九
想
無
怖
。
又
念
仏
門
已
摂
故
不
取
。

（『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
一
一
八
頁
、
上
段
）

と
あ
る
よ
う
に
、
九
想
の
後
に
怖
畏
が
あ
る
者
は
八
念
、
な
い
者
は
六
念
を
用
い
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、（
Ⅴ
）
念
仏
門
中
の
応
仏
は
九
想
の
後

に
怖
畏
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
示
さ
れ
、
一
方
の
（
ⅸ
）
念
仏
は
そ
う
し
た
怖
畏
が
な
い
こ
と
を
踏
ま
え
て
説
か
れ
て
い
る
と
い
う
違
い
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
八
念
と
六
念
に
お
け
る
一
一
の
講
説
内
容
に
大
き
な
隔
た
り
は
見
当
た
ら
な
い
。

　

ま
た
、（
Ⅴ
）
念
仏
門
中
の
報
仏
は
（
ⅸ
）
念
仏
に
も
見
ら
れ
る
が
、
法
仏
は
確
認
で
き
な
い）

39
（

。
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【（
ⅹ
）
神
通
】

　
（
ⅹ
）
神
通）

40
（

は
「
神
通
約
九
禅
上
発
。
不
専
拠
一
法）

41
（

」
と
あ
っ
て
、
い
ず
れ
か
一
つ
の
禅
門
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
る
た
め
、
五
門
禅
・

十
五
門
禅
と
の
具
体
的
な
関
連
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、『
次
第
禅
門
』
に
も
神
通
に
関
す
る
講
説
は
見
ら
れ
る
の
で
、
そ
の

記
述）

42
（

と
の
対
照
は
可
能
で
あ
る
。
次
の
如
く
で
あ
る
。

『
次
第
禅
門
』

次
釈
六
神
通
。
六
通
者
。
一
天
眼
通
。
二
天
耳
通
。
三
他
心
通
。
四

宿
命
通
。
五
如
意
通
。
六
漏
尽
通
。

（『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
五
四
五
頁
、
下
段
）

『
摩
訶
止
観
』

十
明
神
通
発
者
。
略
為
五
。
天
眼
他
心
天
耳
宿
命
身
通
。
無
漏
属
下

境
中
説
。　
　
　
　
　
　
　
（『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、一
三
〇
頁
、上
段
）

　
『
次
第
禅
門
』
が
「
六
神
通
」
を
説
く
の
に
対
し
て
、（
ⅹ
）
神
通
は
五
神
通
を
説
き
、
そ
の
他
の
無
漏
に
属
す
る
神
通
に
関
し
て
後
（
不
説
）
で

述
べ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
無
漏
に
属
す
る
神
通
が
『
次
第
禅
門
』
所
説
の
第
六
「
漏
尽
通
」
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、「
漏
尽
通
」
に

つ
い
て
は
『
次
第
禅
門
』
も
「
修
無
漏
通
下
明
諦
観
中
当
広
分
別）

43
（

」
と
述
べ
て
、
六
神
通
を
示
す
段
で
説
く
こ
と
は
な
く
、
更
に
実
際
に
は
こ
の
指

示
部
も
（
ⅹ
）
神
通
と
同
様
に
不
説
で
あ
る
。
そ
れ
故
、『
次
第
禅
門
』
は
最
初
こ
そ
六
神
通
を
示
す
と
し
た
が
、
後
に
は
、

一
者
報
得
。
如
諸
天
大
福
徳
浄
土
中
人
受
生
即
得
報
得
五
通
也
。
二
者
発
得
。
若
人
但
因
懺
悔
。
或
深
修
上
所
説
禅
定
。
雖
不
作
取
通
方
便
而

神
通
自
発
。
故
経
云
。
深
修
禅
定
得
五
神
通
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
五
四
五
頁
、
下
段
）

と
し
て
、
五
神
通
の
講
説
を
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
書
の
神
通
に
は
数
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
内
容
に
は
大
差
が

な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
現
に
、一
一
の
神
通
を
比
較
し
て
も
、内
容
と
し
て
大
き
な
隔
た
り
は
認
め
ら
れ
な
い
。「
六
」
と
「
五
」
の
違
い
が
あ
る
の
は
、
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『
次
第
禅
門
』

第
二
次
明
修
通
法
者
。
経
論
所
説
乃
各
不
同
。
今
但
取
摩
訶
衍
中
意

以
略
明
修
通
方
法
。

（『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
五
四
五
頁
、
下
段
）

『
摩
訶
止
観
』

若
通
論
発
者
。
一
一
禅
中
皆
能
発
五
通
。

（『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
一
三
〇
頁
、
上
段
）

と
あ
る
よ
う
に
、『
次
第
禅
門
』
は
神
通
を
修
す
る
方
法
、（
ⅹ
）
神
通
は
神
通
が
発
す
る
様
子
に
そ
れ
ぞ
れ
重
点
を
置
い
て
示
さ
れ
る
た
め
に
、
講

説
上
の
異
な
り
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

小
結

　

本
稿
で
の
考
察
を
要
約
す
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

①　
『
次
第
禅
門
』
所
説
の
五
門
禅
・
十
五
門
禅
と
『
摩
訶
止
観
』
所
説
の
十
門
禅
は
、
本
文
上
も
内
容
的
に
も
比
較
・
対
照
し
得
る
。『
摩
訶
止
観
』

に
よ
れ
ば
、
五
門
禅
・
十
五
門
禅
に
は
事
・
理
に
属
す
る
禅
門
が
混
在
し
て
い
る
の
に
対
し
、
十
門
禅
は
事
に
属
す
る
禅
門
に
限
っ
て
五
門
禅
・

十
五
門
禅
を
統
摂
す
る
。

②　
（
Ⅰ
）
阿
那
波
那
門
中
の
数
息
（
四
禅
）
と
（
ⅰ
）
根
本
四
禅
を
比
較
す
る
と
、
進
退
に
関
す
る
講
説
に
差
異
が
見
ら
れ
る
。

③　
（
Ⅰ
）
阿
那
波
那
門
中
の
随
息
（
特
勝
）
と
（
ⅱ
）
十
六
特
勝
は
、
い
ず
れ
も
智
顗
独
自
の
見
解
が
示
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
の
諸
禅

師
の
説
に
基
づ
い
て
成
る
も
の
で
あ
る
。

④　
（
Ⅰ
）
阿
那
波
那
門
中
の
観
息
（
通
明
）
と
（
ⅲ
）
通
明
は
、
い
ず
れ
も
『
大
集
経
』
に
基
づ
い
て
講
説
が
行
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
対
す
る
解
釈

は
異
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

⑤　
（
Ⅱ
）
不
浄
観
門
中
の
背
捨
と
（
ⅴ
）
八
背
捨
は
、
い
ず
れ
も
主
と
し
て
『
大
智
度
論
』
を
所
依
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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⑥　
（
Ⅱ
）
不
浄
観
門
中
の
九
想
と
（
ⅳ
）
九
想
に
関
し
て
、
前
者
は
そ
の
内
容
が
「
壊
法
」
に
分
類
さ
れ
る
の
に
対
し
、
後
者
に
は
「
壊
法
」
の
他

に
「
不
壊
法
」
の
説
も
見
ら
れ
る
。

⑦　
（
Ⅱ
）
不
浄
観
門
中
の
大
不
浄
と
（
ⅵ
）
大
不
浄
は
、
い
ず
れ
も
九
想
・
背
捨
等
の
拡
大
・
展
開
や
徹
底
を
主
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
大

不
浄
と
勝
処
・
一
切
処
の
包
含
関
係
に
異
な
り
が
あ
る
。

⑧　
（
Ⅲ
）
慈
心
門
中
の
衆
生
縁
と
（
ⅶ
）
慈
心
に
関
し
て
は
、両
者
の
内
容
に
大
き
な
隔
た
り
は
な
い
。
尚
、（
Ⅲ
）
慈
心
門
中
の
法
縁
に
関
し
て
は
、

（
ⅶ
）
慈
心
に
お
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
確
認
で
き
る
。

⑨　
（
Ⅳ
）
因
縁
門
中
の
三
世
と
（
ⅷ
）
因
縁
に
関
し
て
は
、『
次
第
禅
門
』
に
お
け
る
当
該
箇
所
の
記
述
が
極
端
に
少
な
い
た
め
、
比
較
・
対
照
は

難
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

⑩　
（
Ⅴ
）
念
仏
門
中
の
応
仏
と
（
ⅸ
）
念
仏
、
及
び
（
ⅹ
）
神
通
に
関
し
て
は
、
内
容
的
に
大
き
な
隔
た
り
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
が
、
説
示
の
対

象
や
重
点
を
置
く
部
分
が
異
な
る
た
め
に
、
講
説
上
の
違
い
が
見
ら
れ
る
。

　

尚
、
こ
れ
ら
の
事
実
を
踏
ま
え
た
上
で
、
今
後
は
よ
り
大
局
的
な
視
点
か
ら
智
顗
の
禅
観
に
関
す
る
考
察
を
深
め
て
い
き
た
い
。

註（
1
） 

智
顗
の
生
涯
に
お
け
る
時
代
区
分
は
、
佐
藤
哲
英
『
天
台
大
師
の
研
究
』

（
二
四
―
二
七
頁
、
百
華
苑
、
一
九
六
一
年
三
月
）
等
を
参
照
。

（
2
） 

拙
稿
「『
釈
禅
波
羅
蜜
次
第
法
門
』
に
お
け
る
五
門
禅
に
つ
い
て
」（『
曹

洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要
』
第
一
五
回
、
二
〇
一
四
年
）。

（
3
） 

『
次
第
禅
門
』
と
『
天
台
小
止
観
』
は
本
文
的
一
致
が
少
な
か
ら
ず
見
ら

れ
る
た
め
、
両
書
の
比
較
・
対
照
に
は
一
定
の
成
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

ま
た
、『
天
台
小
止
観
』
所
説
の
禅
門
に
は
『
次
第
禅
門
』
所
説
の
そ
れ
と

比
べ
て
欠
け
て
い
る
も
の
が
確
認
で
き
る
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
言
及

さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
こ
の
二
書
の
み
に
よ
る
比
較
・
対
照
に
は
限
界
が
あ

る
と
判
断
し
た
。

（
4
） 

『
止
観
輔
行
伝
弘
決
』（
以
下
、『
輔
行
』）
巻
第
九
之
一
に
も
「
今
明
修

発
但
在
事
禅
。
理
属
通
修
及
後
二
境
」（『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
四
一
一
頁
、

上
段
）
と
あ
る
。

（
5
） 
『
摩
訶
止
観
』
は
全
十
章
か
ら
成
る
と
さ
れ
る
が
、
実
際
の
説
示
は
第
七

正
修
章
の
途
中
ま
で
し
か
行
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
十
境
の
う
ち
の

増
上
慢
境
・
二
乗
境
・
菩
薩
境
の
三
種
は
不
説
と
な
っ
て
い
る
。
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（
6
） 
『
次
第
禅
門
』
は
巻
第
三
之
上
（『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
四
九
五
頁
、
上

段
）
及
び
巻
第
五
、六
（『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
五
〇
八
頁
、
上
段
―
五
二
四

頁
、上
段
）、『
摩
訶
止
観
』
は
巻
第
九
上
（『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、一
一
八
頁
、

中
段
―
一
二
〇
頁
、
中
段
）。

（
7
） 

『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
五
一
二
頁
、
下
段
。

（
8
） 

『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
一
一
九
頁
、
上
段
。

（
9
） 

「
若
次
不
次
一
発
至
後
則
進
分
也
。
斉
九
已
来
住
分
也
。
作
意
矜
持
護
分

也
。
一
発
即
失
退
分
也
。
達
分
可
知
」（『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、五
一
頁
、下
段
）

と
あ
る
。
た
だ
し
、こ
の
部
分
は
「
私
料
簡
」（『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、五
〇
頁
、

下
段
）
と
の
文
で
始
ま
る
段
に
見
ら
れ
、
こ
れ
は
灌
頂
に
よ
る
料
簡
・
問
答

で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
五
分
が
智
顗
に
よ
る
講
説
で
あ
る
と

は
断
定
し
得
な
い
。

（
10
） 

『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
一
二
〇
頁
、
中
段
。

（
11
） 

『
次
第
禅
門
』
は
巻
第
三
之
上
（『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、四
九
五
頁
、上
段
）

及
び
巻
第
七
（『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
五
〇
八
頁
、
上
段
―
五
二
四
頁
、
上

段
）、『
摩
訶
止
観
』
は
巻
第
九
上
（『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
一
二
〇
頁
、
中

段
―
一
二
一
頁
、
上
段
）。

（
12
） 

『
大
正
蔵
』
で
は
「
二
」
と
作
る
が
、
東
大
寺
所
蔵
本
に
従
っ
て
「
三
」

に
改
め
た
。こ
の
部
分
は
十
六
特
勝
を
示
す
段
で
あ
る
た
め
、文
意
上
も「
三
」

が
適
切
で
あ
る
。
現
に
、後
で
詳
説
さ
れ
る
箇
所
に
は
「
心
念
処
有
三
」（『
大

正
蔵
』
四
六
巻
、
五
二
六
頁
、
上
段
）
と
あ
っ
て
、
心
念
処
に
三
種
が
有
る

と
明
示
さ
れ
て
い
る
。

（
13
） 

『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
一
二
一
頁
、
下
段
。

（
14
） 

『
次
第
禅
門
』
は
巻
第
三
之
上
（『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
四
九
五
頁
、
上
―

中
段
）
及
び
巻
第
八
（『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
五
二
九
頁
、
上
段
―
五
三
五

頁
、中
段
）、『
摩
訶
止
観
』
は
巻
第
九
上
（『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、一
二
一
頁
、

上
―
下
段
）。

（
15
） 

（
ⅲ
）
通
明
に
も
後
に
「
不
謬
」
と
い
う
語
自
体
は
見
ら
れ
る
（『
大
正
蔵
』

四
六
巻
、
一
二
一
頁
、
中
段
）
が
、
こ
れ
が
（
Ⅰ
）
阿
那
波
那
門
中
の
観
息

（
通
明
）
の
所
説
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
と
は
判
じ
得
な
い
。

（
16
） 

『
大
正
蔵
』
で
は
「
致
」
と
作
る
が
、こ
こ
で
は
『
仏
教
大
系
』
所
収
の
『
摩

訶
止
観
』
第
五
巻
（
二
八
九
頁
、
中
山
書
房
、
一
九
三
四
年
五
月
）
に
従
っ

て
「
置
」
に
改
め
た
。

（
17
） 

『
大
集
経
』
巻
第
二
二
に
「
初
禅
者
亦
名
具
足
。
亦
名
遠
離
。
云
何
具
足
。

云
何
遠
離
。言
遠
離
者
遠
離
五
蓋
。言
具
足
者
具
足
五
支
。所
謂
覚
観
喜
安
定
。

云
何
名
覚
。
如
心
覚
大
覚
思
惟
大
思
惟
観
於
心
性
。
是
名
為
覚
。
云
何
名
観
。

若
観
心
行
大
行
遍
行
随
意
。
是
名
為
観
。
云
何
為
喜
。
如
真
実
知
大
知
心
動

至
心
。
是
名
為
喜
。
云
何
為
安
。
所
謂
身
安
心
安
受
安
受
於
楽
触
。
是
名
為

安
。
云
何
為
定
。
若
心
住
大
住
不
乱
於
縁
不
謬
無
有
顛
倒
。
是
名
為
定
」（『
大

正
蔵
』
一
三
巻
、
一
六
一
頁
、
上
段
）
と
あ
る
。

（
18
） 
『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
五
二
九
頁
、
中
段
。

（
19
） 
『
次
第
禅
門
』
は
巻
第
三
之
上
（『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、四
九
五
頁
、中
段
）

及
び
巻
第
九
（『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
五
三
五
頁
、
中
段
―
五
三
七
頁
、
中

段
）、『
摩
訶
止
観
』
は
巻
第
九
上
（『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
一
二
一
頁
、
下
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段
―
一
二
二
頁
、
中
段
）。

（
20
） 
『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
四
一
八
頁
、
中
―
下
段
。

（
21
） 

『
次
第
禅
門
』
は
巻
第
三
之
上
（『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、四
九
五
頁
、中
段
）

及
び
巻
第
一
〇（『
大
正
蔵
』四
六
巻
、五
四
〇
頁
、下
段
―
五
四
三
頁
、下
段
）、

『
摩
訶
止
観
』
は
巻
第
九
上
（『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
一
二
二
頁
、
中
段
―

一
二
三
頁
、
下
段
）。

（
22
） 

『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
一
二
二
頁
、
中
段
。

（
23
） 

『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
五
四
一
頁
、
上
―
中
段
。

（
24
） 

同
じ
く
、「
今
依
摩
訶
衍
中
説
」（『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、五
四
一
頁
、上
段
）

と
の
文
も
確
認
で
き
る
。

（
25
） 

拙
稿「『
釈
禅
波
羅
蜜
次
第
法
門
』に
お
け
る『
大
智
度
論
』引
用
表
」（『
駒

沢
大
学
大
学
院
仏
教
学
研
究
会
年
報
』第
四
五
号
、二
〇
一
二
年
五
月
）参
照
。

（
26
） 

『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
一
二
三
頁
、
上
段
。

（
27
） 

『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
一
二
三
頁
、
下
段
。

（
28
） 

『
次
第
禅
門
』
巻
第
三
之
上
の
「
三
明
大
不
浄
観
善
根
発
者
。
亦
於
欲
界

未
到
定
心
中
。
見
於
内
身
及
外
身
。
一
切
飛
禽
走
獣
。
衣
服
飲
食
。
山
林
樹

木
。
皆
悉
不
浄
。
或
見
一
家
一
聚
落
一
国
土
。
乃
至
十
方
皆
悉
不
浄
。
或
見

白
骨
乃
至
見
自
身
白
骨
。
光
明
昱
燿
等
。
此
為
大
不
浄
観
勝
処
善
根
発
相
。

此
観
発
時
。
能
破
一
切
著
心
」（『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
四
九
五
頁
、
中
段
）、

巻
第
四
の
「
三
明
治
一
切
処
皆
起
貪
愛
者
。
貪
病
発
相
如
前
説
。
治
法
応
教

縁
一
切
処
大
不
浄
観
。
観
一
切
境
男
女
自
身
他
身
田
園
屋
宅
衣
服
飲
食
。
一

切
世
間
所
有
皆
見
不
浄
無
有
一
処
可
生
貪
心
。
爾
時
一
切
処
中
。
生
厭
離
心
。

則
一
切
貪
欲
。
無
復
起
処
。
是
名
対
治
一
切
処
貪
欲
病
」（『
大
正
蔵
』
四
六

巻
、
五
〇
二
頁
、
下
段
―
五
〇
三
頁
、
上
段
）、
巻
第
一
〇
の
「
復
次
有
師
言
。

若
但
観
一
切
人
見
不
浄
白
骨
是
名
少
。
若
作
大
不
浄
観
是
名
多
。
大
不
浄
観

者
。為
破
一
切
処
貪
愛
故
。何
謂
一
切
観
。観
象
馬
牛
羊
六
畜
飛
禽
走
獣
之
属
。

悉
見
為
死
屍
胮
脹
」（『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、五
四
四
頁
、中
段
）
の
み
で
あ
る
。

（
29
） 

『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
一
二
三
頁
、
下
段
―
一
二
四
頁
、
下
段
。

（
30
） 

『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
四
一
八
頁
、
中
段
。

（
31
） 

た
だ
し
、
勝
処
を
明
か
す
段
の
中
に
「
大
不
浄
」
と
い
う
語
自
体
は
確

認
で
き
る
（『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
五
四
四
頁
、
中
段
）。

（
32
） 

『
次
第
禅
門
』
は
巻
第
三
之
上
（『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
四
九
五
頁
、
中
―

下
段
）
及
び
巻
第
六
（『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
五
一
六
頁
、
中
段
―
五
二
〇

頁
、下
段
）、『
摩
訶
止
観
』
は
巻
第
九
下
（『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、一
二
四
頁
、

下
段
―
一
二
五
頁
、
下
段
）。『
次
第
禅
門
』
に
（
Ⅲ
）
慈
心
門
を
説
く
段
は

設
け
ら
れ
な
い
が
、『
輔
行
』
に
「
慈
心
彼
（『
次
第
禅
門
』）
文
合
在
根
本

為
十
二
門
」（
括
弧
内
筆
者
、『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
四
一
八
頁
、
中
段
）
と

あ
る
た
め
、（
Ⅲ
）
慈
心
門
は
四
無
量
心
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
、
現
に

こ
れ
と
（
ⅶ
）
慈
心
と
の
内
容
的
一
致
も
確
認
で
き
る
。

（
33
） 

『
輔
行
』
巻
第
九
之
三
に
「
禅
門
中
亦
明
修
法
。
謂
初
修
時
令
上
親
人
得

於
下
楽
。
次
修
令
上
親
得
中
楽
。
中
親
得
下
楽
。
次
修
令
上
親
得
上
楽
。
中

親
得
中
楽
下
親
得
下
楽
。
次
修
令
中
親
得
上
楽
。
下
親
得
中
楽
中
人
得
下
楽
。

次
修
令
下
親
得
上
楽
。
中
人
得
中
楽
下
怨
得
下
楽
。
次
修
令
中
人
得
上
楽
。

下
怨
得
中
楽
中
怨
得
下
楽
。
次
修
令
下
怨
得
上
楽
。
中
怨
得
中
楽
上
怨
得
下



三
四
〇

智
顗
の
禅
観
に
つ
い
て
（
大
松
）

楽
。
次
修
令
中
怨
得
上
楽
。
上
怨
得
中
楽
。
次
修
令
上
怨
得
上
楽
。
是
名
修

慈
成
就
之
相
。
悲
喜
二
心
亦
復
如
是
」（『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
四
二
四
頁
、

上
段
）
と
あ
る
。

（
34
） 

『
輔
行
』
に
お
け
る
こ
の
解
釈
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、『
摩
訶
止
観
』
に

お
い
て
不
説
で
あ
る
二
乗
境
の
内
容
を
『
次
第
禅
門
』
に
お
け
る
（
Ⅲ
）
慈

心
門
中
の
法
縁
を
以
て
あ
る
程
度
推
測
で
き
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
是
非

に
関
し
て
は
別
の
機
会
に
論
じ
た
い
。

（
35
） 

『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
四
九
五
頁
、
下
段
―
四
九
六
頁
、
上
段
。

（
36
） 

『
輔
行
』
で
は
『
次
第
禅
門
』
所
説
の
禅
門
と
『
摩
訶
止
観
』
所
説
の
そ

れ
の
一
一
に
つ
い
て
「
次
不
浄
下
明
無
漏
等
。
禅
門
明
修
故
通
列
九
。
謂
九

想
八
念
。
十
想
背
捨
。
勝
処
一
切
処
。
九
次
第
師
子
超
越
。
今（『
摩
訶
止
観
』）

文
無
者
。
八
念
十
想
已
如
前
簡
。
勝
処
一
切
処
合
在
背
捨
中
明
之
。
九
定
等

三
是
果
地
法
。
若
昔
已
得
不
復
生
此
。
是
故
此
三
今
亦
不
論
。
今
文
加
彼
大

不
浄
慈
心
因
縁
念
仏
神
通
者
。
大
不
浄
与
九
想
但
是
麁
細
総
別
之
殊
。
慈
心

彼
文
合
在
根
本
為
十
二
門
。
念
仏
彼
文
在
八
念
中
。
神
通
既
是
諸
禅
之
用
。

彼
但
明
修
是
故
不
列
。
今
恐
習
発
故
須
列
之
。
故
知
所
列
法
相
広
略
。
各
有

其
意
」（
括
弧
内
筆
者
、『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
四
一
八
頁
、
中
段
）
と
述
べ

て
、
そ
の
関
連
を
明
か
し
て
い
る
が
、（
Ⅳ
）
因
縁
門
と
（
ⅷ
）
因
縁
の
関

係
に
つ
い
て
は
一
切
言
及
し
な
い
。

（
37
） 

前
註
2
参
照
。

（
38
） 

『
次
第
禅
門
』
は
巻
第
三
之
上
（『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
四
九
六
頁
、
上
―

中
段
）
及
び
巻
第
九
（『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
五
三
七
頁
、
中
段
―
五
三
八

頁
、下
段
）、『
摩
訶
止
観
』
は
巻
第
九
下
（『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、一
二
九
頁
、

中
段
―
一
三
〇
頁
、
上
段
）。

（
39
） 

前
註
2
参
照
。

（
40
） 

『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
一
三
〇
頁
、
上
―
中
段
。

（
41
） 

『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
一
一
七
頁
、
中
段
。

（
42
） 

『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
五
四
五
頁
、
下
段
―
五
四
六
頁
、
中
段
。

（
43
） 

『
大
正
蔵
』
四
六
巻
、
五
四
六
頁
、
中
段
。


